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介護人材の確保を目的とした

「旭川市介護助手を活用した労働環境改善促進事業」が始まります

①事業目的

③実施事業所

無

・市としては初めて実施する事業となります。

旭川市報道依頼

分　　類 その他

日　　程

②事業内容

※　有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望する場合は，そ
の旨記入すること。

発表項目
（行事名）

　 介護サービス事業所において，介護職員の業務を見直し，介護業務の附帯的
な仕事を，介護助手として地域の高齢者等に担ってもらうことにより，介護職員の
業務負担軽減や専門性の高い業務に集中できる労働環境の改善を図り，介護職
員の職場定着と介護人材の確保を促進させる。

 　今年度は，介護サービスの種類別に，次の４事業所で実施
     ・老人保健施設「サニーヒル」　（旭川市末広8条6丁目 ℡51-1127)
     ・特別養護老人ホーム「たいせつの郷」 （旭川市東鷹栖2線18号 ℡58-3333)
     ・介護付有料老人ホーム「エールⅡ」 （旭川市永山北2条11丁目 ℡48-0013）
     ・グループホーム「こうえい愛宕館」 （旭川市豊岡8条７丁目 ℡37-4611) 

添付資料

報道（取材）に
当たってのお願

い
・介護助手として雇用する地域の高齢者に広く周知を図りたいと考えており，ぜひ
報道をお願いします。

備　考

概　　要

（趣旨・日時・
場所・内容等を
記入すること。）

　 ・事業所内の業務見直し，介護業務と附帯業務の整理
　 ・附帯業務を担う，介護助手の採用に向けた説明会，就労マッチング
　 ・地域の高齢者等を介護助手として短期雇用(3か月)
   ・効果検証，報告　

　  などを各事業所が実施。市は，この取組に係る経費の一部を補助。


